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公益社団法人日本看護協会　
〒150-0001東京都渋谷区神宮前5-8-2
https://www.nurse.or.jp/
Tel  03-5778-8831(代)本書の無断複写・転載は禁じます。

※日本看護協会は、保健師・助産師・看護師・准看護師の資格があれば、どなたでも入会できます。
※都道府県看護協会の会員が、日本看護協会の会員になることができます。

入会のご案内

入会したら登録しよう　会員専用Webページ「キャリナース」
会員情報変更・電子会員証の利用…等

※入会の申込内容を都道府県看護協会が確認した後に登録可能となります。（翌年度入会の場合は4月1日以降に登録可能です）

キャリナースの
登録はコチラからこんな時に便利

WEBサイトから入会

左記QRコードからアクセスしていただき、
手順に従って入会の手続きをお願いします。
会費お支払い以降の手続きの流れは
下記「申込書から入会」の 　 以降をご参照ください。3

申込書から入会

手続きの流れ

施設の取りまとめ担当者から入手してください。
※不在の場合は、勤務先所在地の
    都道府県看護協会へお問合せください。

居住地の都道府県看護協会
から入手してください。

施設の取りまとめ担当者に会費の支払い方法を確認し、
「口座振替」「勤務先で取りまとめて納入」のいずれかを
記載してください。

⇒勤務先に提出してください。
（勤務先がまとめて「会員登録事務局」（※１）に提出します）

「口座振替」(※3)
⇒申込書に記載した口座から引き落とします。

「勤務先で取りまとめて納入」
⇒施設の取りまとめ担当者へお支払いください。

勤務先またはご自宅に会員証・会員バッジ、機関紙などが届きます。
※会員証は納入確認後、送付までに1か月程度かかります。
※会員バッジは新規入会者のみに送付します。

※１：送付先 〒206-8790　日本郵便株式会社　多摩郵便局　私書箱第21号　公益社団法人　都道府県看護協会・日本看護協会　会員登録事務局　宛
※２：年会費について 日本看護協会費（5,000円）のほかに、都道府県看護協会の年会費などが必要になります。詳細は都道府県看護協会にご確認ください。
※３：入会申込書の受付後、口座振替まで2か月程度、コンビニ払込票、銀行振込票の送付までに1か月程度かかります。（口座振替以外は手数料がかかります）

勤務先がある方 勤務先がない方

「口座振替」「コンビニ払い」
「銀行振込」のいずれかを
記載してください。

⇒「会員登録事務局」宛（※１）
　に直接送付してください。

入会申込書を入手する1

入会申込書を提出する2

入会完了4

会費を納入する（※２）3        で選択した方法で
お支払いください。(※3)
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日本最大の看護職能団体として
創立1947年以降、
看護職の活動を支援

自然災害、新興感染症発生・まん延時に必要な
看護職の確保や現場の各種支援を実施

本会が参画している主な審議会等

47都道府県看護協会と連携し、全国73万人の看護職をサポート
看護職員として仕事に携わる中で、

「もっとよい看護がしたい」という気持ちがよぎったことはありませんか。

きっとそれはあなただけでなく、まわりの同僚や先輩、

上司の中にも同じ思いを抱いている仲間がいるのではないかと思います。

しかし、そんな思いの中には、大勢で知恵を絞り、時間をかけて考えるべき課題もあります。

日本看護協会は創立以降、

そうした看護を取り巻く課題などの解決策を皆さまと共に見つける活動を行っています。

会員の皆さまからいただく“現場の声”が私たちの活動の源です。

あなたの入会が看護の今を支え、未来をつくります。

あなたの声を届けてください。

「看護職として人々のくらし を守る」
誇りと責任

本会は都道府県看護協会と共に、東日本大震災や熊本地震、能登半島
地震等における災害支援ナースの派遣に加え、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大時には、対応に必要な看護職確保や現場で働く看護職員
の処遇改善等に取り組んでまいりました。
これらの経験を活かし、大規模自然災害発生時や新興感染症発生・
まん延時の支援体制のさらなる強化に取り組んでいます。

看護職員の活躍を処遇の評価へ
本会の長年の処遇改善に向けた取り組みに加えて、コロナ禍でひっ迫
する医療現場や地域での看護職員の活躍が、国の取り組みを後押しし、
診療報酬の「看護職員処遇改善評価料」新設（2022年10月）や、国家公
務員の俸給規定見直し（中間管理職や高度の知識経験に基づき困難な
業務を処理する看護師の処遇引上げ）（2023年4月）が行われました。さ
らに、本会は「全ての看護職員に対して賃上げが必要」として省庁や国会
議員などへの要望活動等を行い、医療従事者の賃上げを目的とする
「ベースアップ評価料」( 2024 年 6 月）が新設されました。本会はこれか
らもすべての看護職員の専門性と役割の重要性に見合った処遇の実現
に取り組んでいきます。

厚生労働省
●  医道審議会
●  社会保障審議会
●  厚生科学審議会
●  中央社会保険医療協議会

内閣府
●  防災推進国民会議   ●  男女共同参画推進連携会議

こども家庭庁
●  こども家庭審議会

日本看護協会ホームページ
ニュースリリース

課題を解決するには、時に国の制度や仕
組みを変えたり、新しく作っていくことが
必要になります。本会では国の審議会等に
役員が委員として参画し、現場の意見を基
に発言したり、省庁への要望・政策提言等
を通じて、課題解決の実現に向けて取り
組んでいます。
また、要望した内容等は
「ニュースリリース」で
情報発信しています。

現 場 の 声 を 政 策 へ
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「看護の日」イベント風景

「看護の日」キャラクター

全国職能別交流集会　開催風景

現場の業務や
管理を支える取り組み

3つ の使命に基づく主な取り組み

●看護倫理
看護職が適切な倫理的判断
を行うよりどころとなるよう、
1988年に我が国初の看護専門
職の行動指針として「看護師の
倫理規定」を作成以来、時代の
変化に応じて改訂を行い、現在、
「看護職の倫理綱領」や「看護
倫理―看護職のための自己学
習テキスト」等を公表しています。
●看護業務・看護管理
「看護業務基準」や「病院看護管
理者のマネジメントラダー」な
ど、自律した看護専門職として
の質の維持・向上に必要な多く
の指針・基準等を作成し公表し
ています。

勤務環境・処遇の
改善に向けた取り組み

●働き続けられる環境づくりの支援
「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」や「ヘル
シー・ワーク・プレイス（安全で健康な職場）」、「看護職への
ハラスメント対策」の推進、看護業務の効率化や夜勤・交代制
勤務の負担を軽減するためのガイドなどの作成・普及により、
看護職が健康で安全に、安心して働き続けられる職場づくりに
取り組んでいます。
●多様で柔軟な働き方の推進
看護職一人ひとりのライフステージやライフスタイルに応じた
働き方を可能とするため、多様で柔軟な働き方を取り入れて
いる施設の好事例を紹介するなど、各施設での導入にむけ
た働きかけを行っています。

看護職のキャリア・就業支援

●ナースセンター事業の運営
「看護師等の人材確保の促進に
関する法律」に基づき中央ナース
センターを運営しています。都道
府県看護協会が実施している都
道府県ナースセンターの無料職
業紹介や復職に向けた研修の開
催などを通じて、地域に必要な
看護職確保と看護職一人ひとり
の希望に沿ったキャリア支援が
推進されるよう取り組んでいます。
　
※都道府県ナースセンターの利用方法について
はP.14を参照

看護提供体制の
構築

国が進めている地域包括
ケアシステムの構築や地
域医療構想を踏まえ、急
性期から回復期・慢性期、
さらには地域での健康・
療養生活を支える外来で
の療養支援、訪問看護等
の看護機能の一層の強化
に向け、そのあり方につい
ての検討と課題の解決に
向けた各種取り組みを進
めています。

医療・介護福祉制度に関する
検討への参画および現場への情報提供

●診療報酬・介護報酬等
国の会議に参画し、現場の課題や要望などを踏まえ、看護
実践や看護提供体制が適切に報酬上で評価されるよう、働
きかけを行っています。データに基づいて政策の議論が行わ
れるため、調査や実証事業を行い、エビデンス構築に取り組ん
でいます。また、報酬改定時には看護職に向けた情報提供
を実施しています。
●医療制度等
医療計画など、保健・医療・介護福祉に関する国の検討会に
参画し、地域のあらゆる場で看護職が一層の専門性を発揮
できるよう、働きかけを行っています。
また、検討会での議論内容やとりまとめ結果をホームページ
等で情報提供しています。

役割拡大

●タスク・シフト／シェア
医師の働き方改革の下、進められているタス
ク・シフト／シェアについて、看護の専門性
の発揮に資する取り組みが進むよう、ガイド
ラインを公表しセミナーを開催しています。
●ナース・プラクティショナー（仮称）
　制度創設に向けた取り組み
2040年に向け、看護職がさらに国民の医療
ニーズに応えていけるよう、諸外国のような
一定範囲の診断や治療などを行うことがで
きる公的資格であるナース・プラクティショ
ナー（仮称）制度の創設に向けた取り組み
を進めています。

国際交流

国際看護師協会（ICN）、
国際助産師連盟（ICM）に加
盟し、国際会議および学会等
で世界の医療・看護の動向
の把握や日本の医療・看護
に関する情報発信を行うこと
を通じて他国の看護職との
交流や支援にも取り組んでい
ます。また、JICAのプロジェ
クト等を通して他国からの研
修生に向け、職能団体として
の役割や取り組みについて研
修等を行っています。

生涯学習支援・研修の開催
および学会の運営

●生涯学習支援
看護職一人ひとりが、主体的
に学び人々の健康に貢献す
るとともに、看護職として臨
む将来の姿（ビジョン）を実現
していくための生涯学習と
キャリア形成の支援について、
「看護職の生涯学習ガイド
ライン」や「看護師のまなび
サポートブック」等を公表して
います。
●研修の実施
継続教育事業として各種研
修を提供しています。
●日本看護学会の運営
看護職の実践に根差した学
術研究の振興を図るため、
学術集会の開催や学会誌の
発行を行っています。

資格認定制度の
運営等

●資格認定3制度
国民への質の高い看護を提供すること
を目的に「専門看護師」「認定看護師」
「認定看護管理者」の3制度を運営して
おり、専門看護師（14分野）、認定看護師
（A課程21分野、B課程19分野）、認定看
護管理者の認定を行っています。医療の
高度化や専門化に伴って活躍の場が増
え、認定者の数は年々増加しています。
また、認定看護師・認定看護管理者の水
準を均質にし、育成するための教育機関
認定も行っています。
●特定行為研修制度
急性期医療から在宅医療等を支える看
護師の養成を目的とした「特定行為に
係る看護師の研修」は、全国各地で実施
されています。本会は研修修了者が役割
を発揮できるよう本制度の周知および
活用の推進等を行っていきます。

教育制度の充実

疾病構造の変化や少子超高齢
社会の進展など、医療・介護提
供体制も大きく変化しつつあり
ます。その中で、看護師には、対
象者の複雑性・多様性に対応
した、より総合的な看護ケアの
提供が求められています。こう
した状況に対応できる看護師
を育成できるよう、看護師基礎
教育の4年制化の実現に取り
組んでいます。

医療安全の推進

患者・利用者の安全と看護の
質の向上のため、看護が提供
されるあらゆる場での安全の
確保と推進を目指し、事故の
未然防止・再発防止の視点で
様 な々取り組みを行っています。
また、医療安全管理者の能
力向上、医療機関や介護・
福祉施設、在宅などの安全の
確保についても取り組んでい
ます。

労働と看護の質向上のための
データベース（DiNQL※）事業

看護職が健康で安心して働き続けられる環境整備と看護の質向上に
向けて、人員配置や労働状況、看護実践の内容、患者アウトカム等の
データを収集し、ベンチマーク評価を通じて質改善活動を支援してい
ます。さらに、政策実現に向けてDiNQLデータを活用しています。
※DiNQL…Database for improvement of Nursing Quality and Labor

看護の大切さが国民に認識されると同時に看護の担い手が増えるよう、看護
の日(5/12)・看護週間に、イベント開催など看護の魅力を伝えるさまざまな
企画を実施しています。

本会では３つの使命（ミッション）に基づき
6つの実現手法を軸に活動しています。

● 調査研究
● 制度改革への政策提言
● 政策決定過程への参画
　と働きかけ
● 日本看護連盟等
　関係団体との協働
● 国民への理解と賛同を
　得るための働きかけ

●  看護倫理規定
●  業務基準・ガイドライン
● 機能評価

● 看護業務・
　事業の開発と経営
●  業務上の機能拡充
●  事業経営

●  災害支援
● 国際協力
● 健康情報の提供と
　健康意識の啓発

●  機関紙・ホームページ・
　ニュースリリース等
　による情報提供
●  マスコミを通じた広報

基本戦略

その他の
取り組み

看護に関する普及促進（看護の日・看護週間）の実施
本会では保健師、助産師、看護師I（病院領域）、看護師II（介護・福祉関係施設・
在宅等領域）の3職能を4つの領域に分け、年に1度、全国職能別交流集会を実施
し、領域毎に課題解決に向けた検討や情報交換等の活動を行っています。

全国職能別交流集会の開催

看護の質の
向上

看護職が
働き続けられる
環境づくり

看護領域の
開発・展開

政策形成 自主規制

開発・経営

支援事業社会貢献

広 報

● 継続教育の実施
●  認定制度の運用
● 学術研究の推進
●  労働条件・
　環境の改善
●  看護職の権利擁護
●  医療安全に対する
　相談支援
●  国際交流
● 福利厚生

3つの使命と6つの実現手法 看護の質の向上

看護職が働き続けられる環境づくり 看護領域の開発・展開
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事業紹介
さまざまな事業で　　　   のあなたをサポート保健師

保 健 師

障害や疾病の有無にかかわらず、
すべての世代の人々が可能な限り
住み慣れた地域で、自分らしい暮
らしを人生の最期まで続けていけ
るよう、それを支える保健師の活躍
が期待されています。
日本看護協会では、都道府県看護
協会や関連団体とも連携しながら、
保健師の皆さまの声を集約し、関係
省庁などへの要望や提言活動を
行っています。
また、多様な領域で力を発揮する
保健師の皆さまのサポートをする
ための事業を展開しています。
あなたの入会をお待ちしております。

日々の活動の支え　国への働きかけも実感 仲間と成長　高めあえる強み！

日本看護協会には多くの保健師が入会して
おり、示される保健活動関連のガイドライン
や研修などは、日々の保健師活動を支えてく
れています。また、日本看護協会の活動に参
画することで、看護職同士のつながりができ
ています。さらに、厚生労働省などに働きか
け、保健師の増員や質の高い保健師人材の
育成推進を求めるなど、要望活動でも尽力
されていると感じています。

保健師は多忙です。だからこそ、活動を対
外的にアピールし、多くの人に「保健師」
を理解してもらうことが重要です。モデル
事業に参加した際、日本看護協会には私
たちの現場を理解しながら応援してくれ
る人や支援があることに改めて驚きまし
た。視野を広げ成長する機会をいただい
たので、この経験を多くの仲間たちと共
有していきたいと思っています。

保健師としての自覚と専門性の向上

保健師とは何か、自分の役割は何かを自問自答
する日々の中、日本看護協会の会員になりました。
全国の保健師の先輩・後輩たちや様々な領域で
活躍する保健師と共に話合い、考える機会に恵まれ、
保健師としての自覚を強く持つことができました。
また、日々の活動の改善策やそのヒントを得る
こともできています。保健師に関する最新の
情報・政策課題を知ることもでき、自身の保健師と
しての専門性が向上しつつあることを感じています。

保健師の実践能力向上に
向けた取り組み
日本看護協会では、時代の

変遷とともに変化・発展が求

められる保健師の実践能力

向上に向けた様々な取り組み

を行っています。

例えば、複雑多重化する健康

課題への対応力向上のため

の取り組みです。人々の暮ら

しが多様化する中、健康課題

の背景や原因も複雑かつ多

重に絡み合ったものが増加し

ており、保健師にはそれぞれ

に適切に対応する力が求めら

れます。そのため、個別課題

の解決のみならず地域の課

題解決につながる事例検討

会の手引きの作成や開催支

援等を行ってきました。

また、保健師基礎教育や、就

職後の現任教育の強化に向

けた検討、国への働きかけを

行っています。特に現在、力

を入れているのが、保健師の

実践能力の可視化と生涯学習

現場の声を活かした保健師の
役割発揮に向けた環境づくり
日本看護協会では、現場の

皆さまの声に耳を傾けながら、

保健師の皆さまがいきいきと

役割発揮できるための環境

づくりに取り組んでいます。

人生100年時代において、今

後、何らかの疾病や障害を抱

えながら地域で暮らす人々が

さらに増加していくことが見

込まれ、保健師には地域の

実情に応じた保健活動・施

策化等の役割が求められま

す。そのため、自治体保健師

をはじめ地域の看護職等と

協働した効果的な地域保健

活動がさらに広がるよう、そ

の方策について整理・検討

を進めてきました。そのまと

めとして、冊子「自治体保健

師と地域の看護職の連携・

協働による地域全体の健

康・療養支援と仕組みづく

り」を公表し、実践の推進を

図っています。

また、産業領域においては、

地域・職域連携、治療と仕

事の両立支援や、働き盛り

世代への予防的な健康支

援、健康経営の支援等、産

業保健体制の強化に向けて

関係団体と連携し取り組ん

でいます。

健康危機管理をはじめ、地

域・社会の変化に応じる保

健師への期待は一層高まっ

ています。本会は地域で活

躍する保健師の人材確保・

育成に向け、国への要望を

行う等に取り組むと共に、保

健師活動指針の実効性を高

め、保健師活動の更なる推

進に向け、引き続き取り組ん

でいきます。

さらに、本会では、保健師活動

の実態や経年変化を明らかに

するため、領域を問わず就業

中のすべての保健師個人を対

象とした「保健師の活動基盤

に関する基礎調査」を4年に

1度実施しています。保健師

の皆さまが感じている課題を

集約・抽出し、より一層その

能力を発揮し活躍するための

体制整備、政策提言活動等

に役立てています。

支援です。日本の保健師の

役割や活動は国際的に見て

も特徴的で、助産師、看護

師のように、実践能力をグ

ローバルスタンダードとして

示すものがありません。そこ

で、本会では関連団体と連

携し、すべての保健師に共通

する実践能力と学習項目、習

熟段階（クリニカルラダー）

の作成に向け取り組んでい

ます。

Voice　会員から
のメッセージ

令和2年度 
厚生労働省 保健指導支援事業

個別課題解決から
地域課題解決につなげる！
複雑かつ多重課題事例を
支援する事例検討会の手引き
（令和3年3月 日本看護協会）

自治体保健師と地域の看護職の
連携・協働による

地域全体の健康・療養支援と
仕組みづくり

～住み慣れた地域で
暮らし続けるための重症化予防～

（令和6年11月 日本看護協会）
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事業紹介

助 産 師

職能団体の活動を通してよりよい社
会づくりに貢献することは、専門職の
重要な責務のひとつです。日本国内
で活躍している助産師の約７割が 日
本看護協会に入会し、さまざまな場で
活躍しています。
あらゆるライフステージにある女性と
その家族を継続的に支援するために
は、個々の助産師が必要な能力を強化・
保持することが大切です。同時に、1 人
ひとりの助産師がいきいきと働ける環
境づくりや、安全で質の高いケアを提
供するためのシステムの構築等に、組
織的に取り組むことも重要です。
助産師が専門性を発揮し、その役割を
全うできるようにサポートする日本看
護協会の活動には、あなたの力が必要
です。
あなたの入会をお待ちしております。

さまざまな事業で　　　   のあなたをサポート助産師

最新の知識・技術を学ぶことができます 保険など、守られている安心感があります

新人助産師の頃から現在まで、その時々の自
分のレベルに合った研修等に参加でき、最新
の助産に関する知識・技術を学ぶことができ
ています。日本看護協会と県看護協会の「助
産師出向支援導入事業」への参加を通して、
常勤勤務先では実施機会が少ない分娩介助の
経験を出向先で積むこともできました。他施設
の看護職との交流を通して、新たな気づきや
刺激をもらっています。

臨床から離れた際に一度退会したのです
が、院内助産を実施している病院に再就職
したタイミングで再入会しました。院内助
産では、助産師が専門性を最大限に発揮し
活躍できる一方で業務上の責任やリスクも
あります。しかし、看護協会の会員は、助産
師に特化した研修を安価で受講でき、看護
職賠償責任保険にも低価格で加入できるた
め、守られている安心感があります。

仲間づくりと 学びの場になっています

忙しい現場にいると、目の前の仕事に一生
懸命で、看護を取り巻く様々な動向をとら
えるのは難しいのですが、看護協会の活動
を通して、最新の助産政策の情報を入手で
きています。また、他施設の仲間とネット
ワークをつくり、個別の助産ケアのあり方
だけでなく、地域社会における助産師や自
施設に期待されている役割等についても考
えるようになりました。

助産実践能力の向上 助産師の役割発揮に向けた環境づくり
日本看護協会は、患者安全

を守り、助産師の皆さまが期

待される役割を全うできる

環境づくりに取り組んでい

ます。

例えば、少子化等の影響で

分娩取扱施設の数が減少す

る中でも、助産師が継続的

にケアを提供できる体制構築

を目指し、助産師が医師と連

携して妊娠から産後までの

ケアを行う院内助産や助産

師外来を推進しています。

これらは、妊産褥婦とその家

族のニーズに応え、安全・安

心・快適なお産ができる体制

として、国を挙げて推進されて

おり、日本看護協会も助産師

日本看護協会では、新人の助

産師から熟練した助産師ま

で、専門職として幅広い役割

を担い活躍しつづけるための

サポートを行っています。

例えば、助産師が習熟すべき実

践能力を段階的に示す標準的

なツールとして「助産実践能力

習熟段階（クリニカルラダー）

（CLoCMiP®）活用ガイド」

（下記参照）を作成・公表して

います。働く地域や場所に

関わらず、助産師の助産実践

能力を評価することに活用でき

るだけでなく、自らが思い描く

助産師としてのキャリアの

方向性や取り組むべき課題を

可視化するためのサポートを行

う等、幅広く活用されています。

また、日本看護協会では、

CLoCMiP®のレベルに応じた

オンデマンド研修を用意して

おり、ご自身の都合に合わせ

て、いつでも助産実践能力の

向上にむけて学ぶことができ

ます。さらに、助産関連団体と

協働・連携し助産師の実践

能力がCLoCMiPレベルⅢに達

している助産師を、自律して

助産ケアを提供できる助産師

（アドバンス助産師）と評価・認

証する制度を創設しています。

現在では、就業助産師の3割

以上がアドバンス助産師と

して活躍しています。

が期待に応え一層活躍でき

るよう必要な体制整備に向

けて、すべての地域において

これらの体制を整備するよ

う政策提言・要望したり、ガ

イドラインを公表する等して

います。

また、役割も責任も大きい助

産師が安心して働き続ける

ことができるよう、日本看護

協会は会員を対象とした看護

職賠償責任保険を用意してい

ます。

ニーズに応える助産師の領域開発
日本看護協会は、国民の皆さ

まが必要としていることをか

なえるために、助産師が専門

性を発揮し対応するために

必要な仕組みづくりを行って

います。

例えば、実態調査を行ったり、

現場で活躍する助産師の皆

さまから意見を伺うことで、

現場の課題を整理し、本会の

支援内容の検討や国への要

望・政策提言のための根拠

データとして活用しています。

また、日本国内ではまだ実績

がないシステムや助産師の活

動についても、諸外国の仕組

みや助産師の実態等を参考

に、助産師の皆さまが安全を

担保しながら新たな領域で

専門性を発揮しチャレンジで

きるよう必要な仕組みを検討

しています。

Voice　会員から
のメッセージ

助産実践能力習熟段階
（クリニカルラダー）活用ガイド

日本看護協会ホームページ
「CLoCMiP」
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少子高齢化が進む中、保健・

医療ニーズを見極め、地域の

人々の健康と生活を支えてい

くための看護提供体制の強

化が求められます。

日本看護協会では、急性期入

院医療から在宅療養へとつ

なぐ回復期・慢性期、さらには

在宅での療養生活を支える

外来看護や診療所、訪問看護

の一層の機能強化に向け、調

査等を通して、各医療機能に

応じた看護職員の役割や看護

職員配置について検討し、課

題解決に向けた取り組みや国

への要望活動を行っています。

また、目指す姿に向けて政策

要望を実現するためには、

看護の成果（質の高い看護の

実践内容や提供体制等）を

可視化し、エビデンスを示す

ことが必要です。そのため労

働と看護の質向上のための

データベース（DiNQL）事業

の推進や、実証事業等を通し

て、外来看護職による療養支

援や専門看護師・認定看護師

等による組織横断的な活動の

成果を明らかにし、政策要望

を行っています。

看護の力を必要としている場

所で看護職が専門性を発揮

できるよう、様々な取り組み

を行っています。

事業紹介

看 護 師

日本看護協会には、大きな病院で
働く看護師だけでなく、中小規模
の病院や診療所など、医療の現場
で活躍する看護師の皆さまにご
入会いただいています。
また、会員には新人看護師から
90歳を超える方まで、さまざまな
年代の方がいらっしゃいます。
日本看護協会は、看護師の皆さま
がそれぞれの職場でいきいきと
活躍できるよう現場の課題解決に
取り組んでいます。
あなたの入会をお待ちしております。

あすの看護も頑張ろうという意欲につながります！ 専門職として学び続ける助けになります！

看護協会で行っている感染管理や退院支
援などの基礎から実践まで学べる研修を
受講し、新しい情報に触れることで、自己
の意欲の向上や多角的な視点につながって
います。また、健康について個人・地域へ発
信する際の原動力にもなっています。看護
は、たくさんの知識や人に触れ、磨かれて
いきます。成長を自ら体験してみてください。

かつての上司に「学び続けることが専門職
の使命であり、看護協会はその助けにな
る」と言われて以来、入会しています。個人
や組織だけでは、社会から求められている
ことに気付けないこともあります。そんな
時、看護の質の向上や職場環境の改善な
ど、見通しを持った示唆を得られる存在が
看護協会です。また、研修への参加を通じ
ネットワークが生まれることもあります。

病院・診療所における
看護機能の明確化

看護職員の労働環境の整備

さまざまな事業で　　　   　　　　　あなたをサポート医療の   現場で働く

日本の看護界の動向を知ることができます！

毎月届く機関紙「協会ニュース」で、医療の
現状や看護政策の動向、看護協会の活動
を知ることができます。また、日本看護学
会は非会員や学生も参加できますが、発表
できるのは会員だけ。私も以前、学術集会
で演題発表を行いました。会員は日本看護
学会誌へ論文の投稿もでき、学会誌は会員
マイページ「キャリナース」（裏表紙参照）で
閲覧できるので活用しています。

質の高い看護を行うために

は、看護職自らのウェルビーイ

ングの保持・増進が必要です。

日本看護協会では、看護職が

健康で安全に尊厳をもって働

き続けられるよう、看護の現場

における看護労働に関する課

題を明確化し、課題解決に向

けた取り組みを行っています。

制度や政策によって解決すべ

き課題については、国や関係

各所へデータに基づく要望を

行い、政策実現を目指してい

ます。また看護の現場における

労働環境の整備・改善が進む

よう、ヘルシーワークプレイス

（安全で健康な職場）やワー

ク・ライフ・バランス（仕事と生

活の調和）、看護職へのハラス

メント対策の推進、多様で柔

軟な働き方への転換、夜勤・交

代制勤務の負担軽減、看護業

務の効率化に向けて、ガイドラ

イン等により周知・普及を図っ

ています。看護職の処遇改善

に向けては、「看護職のキャリ

アと連動した賃金モデル」を

提案し、施設・事業所における

導入のポイントや好事例を周

知するとともに、現状把握のた

めの実態調査を行い、国への

要望活動に反映しています。

生涯学習の支援
看護職が、国民の皆さまの期

待に応え、役割をより一層果た

していくためには、能力の開

発・維持・向上は不可欠です。

人生100年時代、看護職が長

く活躍していくためには、生涯

を通じた学習の重要性はより

一層増しています。日本看護協

会では、看護職の生涯学習を

支援するために様々な取り組

みを進めています。まず、看護

職の主体的な学びを進めるた

めの羅針盤となるよう、2023年

に「看護職の生涯学習ガイドラ

イン」を公表しました。看護職

や看護職を雇用している施設

の方々など、生涯学習に関わ

るすべての方々が共通の考え

方で進められるよう、生涯学習

に関する基本的な考え方を示

しています。あわせて、具体的

な取り組みを支援するための

「看護師のまなびサポートブッ

ク（P.14参照）」と「生涯学習

支援ガイドブック」も公表しま

した。さらに、日本看護協会

が主催のインターネットを活

用した研修の実施をはじめ、

都道府県看護協会と連携した

研修の実施、また学術集会な

ど研修以外の学習機会の拡充

に向け、働く領域や地域を問

わず、学習の機会が確保され

るよう、支援体制の整備も進

めています。

医療機関等勤務

Voice　会員から
のメッセージ
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事業紹介
さまざまな事業で　　　   　　　　　　　　　　　あなたをサポート介護・    福祉・在宅の現場で働く

看 護 師
介護・福祉関係施設、

在宅等勤務

地域住民の安全・安心な生活を支
えるためには、介護・福祉関係施
設や在宅等領域で活躍している看
護職が診療所や病院・行政機関な
どと連携し、より良い看護を提供
していくことが大切です。
暮らしの場で働く看護職の取り組
みや課題を共有し、一緒に活動し
ましょう。
あなたの入会をお待ちしております。

保険加入で安心して業務を行えます 現場の声を届ける第一歩です

看護師職能委員会Ⅱは歴史が浅いですが、この領域へ
の期待はますます高まっています。入会により、同じ職
域の仲間が増えることで協働意識が高まり、より働きや
すく、やりがいのある職場になるでしょう。また、学術集
会や各都道府県看護協会主催の研修会などへの参加で
新たな発見や知識・刺激が得られ、自己研さんや実践に
役立てられるなど、充実した学びの良い機会にもなりま
す。会員なら加入できる看護職賠償責任保険は、大きな
補償があるため、安心して業務を行えます。

現在、県の看護師職能委員会Ⅱの委員長を務め
て4年目になります。先輩方から受け継ぎ、後輩
へ引き継ぐことで看護の歴史がつくられていま
す。今の教育環境や労働環境は、一晩でできた
ものではありません。介護施設や在宅でのチー
ム医療・ケアのキーパーソンとしての地位を築く
ため、仲間になって手をつなぎ、心をひとつにし
て輪になりましょう。現場の声を届ける第一歩
は、会員になることから始まると思います。

自分がすべきことのヒントをもらえます

緩和ケア認定看護師として外来や訪問看護など
で活動しています。入会して、国の看護政策の動
向や職能の活動状況を知り、個人では困難な活動
を職能団体として行っていることが理解できまし
た。また、質向上のための教育とサポートがあり、
文献検索なども利用できます。日本看護協会だけ
でなく、県の看護協会でも地域の状況やニーズを
踏まえて事業を展開し、情報発信をしてくれるの
で、自分がすべきことの手掛かりとなっています。

Voice　会員から
のメッセージ

介護・福祉関係施設・
在宅等領域で働く看護職の
確保と質の向上

訪問看護の提供体制強化
訪問看護の利用者数は年々増

加しており、医療・介護の複合

的なニーズや在宅看取りにしっ

かりと対応できる訪問看護の

提供体制が求められます。日本

看護協会は2025年度、訪問看

護関連団体と「2040年に向け

た訪問看護のビジョン」を策定

し、事業所の基盤強化や訪問

看護の機能拡大、質の向上、地

域包括ケアシステムの深化・推

進を提案しました。訪問看護の

体制整備を一体的に進める拠

点として「訪問看護総合支援セ

ンター」の各都道府県への設置

を推進し、国への要望・政策提

言に取り組んでいます。訪問看

護の人材確保・育成に向けて自

治体や関係団体が連携し、地

域全体で訪問看護事業所への

地域で療養する人々の増加に

伴い、介護・福祉関係施設・

在宅等領域で働く看護職が

果たす役割はますます増大

し、看護の専門性の発揮が期

待されています。日本看護協

会は、療養する高齢者だけで

なく、子どもを産み育てる人々

や子どもたち、障害のある

人々など全ての人々の生活を

地域で支える、全世代型の地

域包括ケアシステムの充実に

向け、看護職の人材確保や資

質向上に取り組んでいます。

個々の看護職の実践能力向

上に向け、介護・福祉関係施

設・在宅等領域における看護

の課題に対応した各種研修

を実施しています。また、暮ら

しの場で療養する人々のニー

ズの複雑化・多様化に応える

ため、専門性の高い看護師に

よる訪問看護や介護施設に

おける看護実践の評価、看護

体制を充実して重度者や看取

りに対応する施設・事業所へ

の評価を充実するよう、国へ

の要望を行っています。

支援や看護師の研修・教育が

進められるよう、今後も取り組み

を強化していきます。また、診

療報酬や介護報酬における訪

問看護の評価の充実を国に要

望し、質の高いサービスの確保

と訪問看護師の処遇改善に向

けた働きかけを行っています。

看護小規模多機能型居宅介護の普及促進
日本看護協会が創設を提案し、

2012年に制度化された看護小

規模多機能型居宅介護（看多

機）は、訪問看護、訪問介護、通

い、泊まりの４つの機能を利用

者一人ひとりの状態に応じて柔

軟に提供する介護保険サービ

スです。看多機には看護師が配

置され、自宅への訪問看護や事

業所内での医療的ケアを実施

しますので、医療ニーズの高い

人や、退院直後で状態が不安定

な人、在宅看取りを希望する人

が、自分の暮らし方に合った医

療や介護を受け、在宅療養を継

続することが可能となります。

療養の場が病院から在宅へ移

行するのに伴い、訪問看護の体

制強化とともに、看多機の普及

促進が大きな課題です。全国の

事業所数は増えていますが、市

町村別に見ると看多機が1か所

もないところも多くあります。日

本看護協会は国への要望・政

策提言や「看多機開設運営支援

オンラインセミナー」の開催、

PR動画の作成などを通じて、看

多機が果たしている役割を地域

住民や自治体、関係職種、そし

て看護職に対して周知し、看多

機の開設や看護職による起業・

就業を支援しています。

3つの目的 7つの機能
①事業所運営基盤整備支援

1.経営支援
②訪問看護事業所の開設支援

③潜在看護師・プラチナナースの就業および転職促進

④人材出向支援2.人材確保
⑤新卒看護師採用に向けた取り組み

⑥訪問看護に関する情報分析
3.訪問看護の質向上

⑦教育・研修実施体制の組織化

訪問看護
総合支援
センターの
目的と機能

利用者宅

看護小規模多機能型居宅介護の仕組み

泊まり

通い

訪問介護

訪問看護

看護小規模多機能型居宅介護
（略称：看多機）泊まり 通い 訪問
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さまざまな事業で、
皆さまをサポートします

就業・キャリアについて考えたい時

感染管理に関する情報

看護師2年課程（通信制）への
進学支援のための奨学金事業

スキルアップのための
インターネット研修を配信

会員の皆さまのご要望で実現した奨学金制度（会員対象）を、
毎年、約250人の方が利用しています。

　　　　　 管理部業務2課　奨学金事務局
TEL：03-5778-8543
日本看護協会HP-看護職の皆さまへ-
奨学金・助成金-奨学金制度-
看護師学校養成所2年課程（通信制）進学者に対する奨学金

准看護師のための
進学特設サイト等で情報発信
2年課程への進学体験談や進学準備の情報など
准看護師の皆さまに役立つ情報をお伝えしています。 日本看護協会は、保健師・助産師・看護師・准看護師の資格があれば、

どなたでも入会できます。入会すると、様々なサービスを受けることができます。

上記のほかに本会施設の会議室ホールの利用料金の割引などもあります。

■はたさぽ 
    ナースのはたらくサポートブック

■ナースセンター

■看護師のまなび
　サポートブック

感染管理等に関する情報を提供しています。

本会ホームページ等を通じて皆さまの“働く”を支える 様々な情報提供等を行っております。

こんなことを「知りたい」、「困った」そんな時は 各種情報等のご案内

会員限定サービス

協会独自の保険制度で安心して業務が行えるようサポー
ト。国内で行う看護業務上で生じた他人の身体・財物に
対する損害賠償、人格権侵害、自己のケガ、ハラスメント
等のリスクに備えることができます。また、医療安全等に
関する情報提供、看護師や公認心理師による看護業務等

の無料相談サービスを利用できます。

※会費・更新とは別に本保険制度への申込手続きが必要です。

国内外の看護関連図書約5万
5,000冊、雑誌約750誌を所蔵
する看護の専門図書館が利用で
きます。資料の閲覧、複写、図書
の貸し出しを行っています。
「キャリナース」では、文献検索
ツール「最新看護索引Web」が
無料で利用できます。

本会規程に基づき、罹災など
による見舞金を受け取ること
ができます。また、弔慰金制度
や各種表彰制度があります。
さらに会員向けに団体保険と
して割引が適用された保険制
度のご利用ができます。

看護職がより質の高い看護を提供できるよう研修開催と学会を
運営。研修は会員料金で受講できます。また、会員は新たな登録
なしに日本看護学会の会員になることができます。

ナースセンターは、無料の職業紹介事業をはじめ、訪問看護や復職
等に関する研修の開催など、看護職がご自身の望むかたちで働き続
けることを支援しています。お仕事探しの「eナースセンター」、届出
制度の「とどけるん」、看護職のためのポータルサイト「NuPS （ナップス）」
を運営しています。就業や復職、研修等のキャリア継続について、お
近くのナースセンターまでご相談ください。

看護職の「はたらく」と「まなぶ」を支えるガイドブックを作成・
提供しております。

ナースのはたらく相談窓口
「ナースのはたらく相談窓口」では、勤務時間や超過勤務、夜勤、休
日など「はたらく時間」に関するご質問やお悩みにお答えしていま
す。相談事例は機関紙「協会ニュース」に定期的に掲載していま
す。また、看護労働に関するよくある質問への回答は本会公式
ホームページに掲載していますので、ぜひご活用ください。

医療安全に関する情報
医療安全に関する本会の取り組みのほか、国や関係機関から
出された情報等を提供しています。

日本看護協会の奨学金を活用して
看護師資格を取りました
准看護師として病棟や手術室、ICUなどで働いてきましたが、
子育てが落ち着き、転職をきっかけに、准看護師の経験を生かし
て自分の技能や能力を高めたいと思うようになりました。そんな
ときに師長や先輩から背中を押され、2年課程（通信制）の受験
を決めました。2人いる子どもも就学中で、自分の学費まで払え
るか心配でしたが、日本看護協会に入会していたおかげで奨学
金を利用できました。仕事と勉強、家庭の両立は心が折れそうな
ときもありましたが、職場や家族、通信制の仲間とも支え合い、
目標の国家試験に合格しました。今では、チームの一員として
根拠のある意見を出し、自信を持って看護ができています！ 
今後は、学生や後輩の指導・教育にチャレンジしたいです。
進学を考えている皆さん、ぜひ一緒に頑張りましょう。 

病院看護師 M.I さん

事業紹介

日本看護協会では准看護師の皆
さまが、安全にいきいきと働き続
けられるよう、研修会などによる
スキルアップ支援や、看護師資格
取得のための進学支援事業を
行っています。
また、個人では解決が難しい勤務
環境の改善などにも取り組んでい
ます。ぜひ入会いただき、協会事業
を活用し、皆さまが今、感じている
課題についてもご提案ください。
あなたの入会をお待ちしております。

准看護師
問合せ先

あなたの声を聞かせてください

本会のインターネット配信研修【オンデマンド】では、准看護師を対象
とした研修を企画・実施しています。看護業務に役立つ研修をPCや
スマートフォンなどでくり返し受講できます。

看護職賠償責任保険制度への
任意加入

研修開催や学会の運営
毎月、全会員にお届けしています。国への要望など看護政策実現に
向けた本会の取り組みを紹介。また、様々な場で活躍する看護職の
活動や、学びに役立つ研修などの情報を提供しています。

機関紙「協会ニュース」のお届け

見舞金や表彰制度等の
福利厚生

約5万5,000冊を
所蔵する図書館の利用

◀ 詳細はこちらより

全国のナースセンター
相談窓口

※看護職賠償責任保険加入者を対象に医療安全に詳しい
　看護職の相談員等による相談窓口を設けております。
  （下記、会員限定サービス参照）

看護職のためのメンタルヘルス相談窓口
看護職として働く中での不安や悩み、心身の不調などについ
て、匿名でお電話にて相談していただくことができます。

電話番号：0120-543-556
開設日時：月曜日～土曜日 13時～19時
※日曜日・祝日は開設していません。

メンタルヘルス関連情報
（動画）

お仕事探しは
「eナースセンター」

労働に関する
よくある質問への
回答はこちら

はたらく
相談窓口
相談フォーム

健康危機管理に
関する情報
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